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第３回救急業務のあり方に関する検討会 

議事録 

 

 

１ 日 時  平成 24 年１月 19 日（木） 14 時 00 分から 16 時 00 分 

 

２ 場 所  三番町共用会議所 大会議室 

 

３ 出席者 

メンバー 山本座長、秋田委員、阿真委員、荒井委員、石井委員、 

     坂本委員、佐藤委員、志手委員、嶋津委員、鈴川委員、 

     田辺委員、茂泉委員、山口委員、横田（順）委員、 

     横田（裕）委員 

オブザーバー 一戸補佐 

 

４ 会議経過 

 

 １ 開会［事務局］ 

 

 ２ 議事 

【座長】 

 ありがとうございます。委員の皆さん、我々この 2012 年の最初の第３回になります委

員会でございますけれども、ことしも改めましてよろしくお願いしたいというふうに思

います。また非常に寒く空気が乾燥しておりますので、いろいろなところでかぜひきが

またはやっておりますので、健康には留意されながらよろしくお願いしたいというふう

に思います。それではまず議題の１つ目であります傷病者の搬送及び傷病者の受入れの

実施に関する基準についてということで、まず事務局から説明を願いたいと思います。 

【事務局】 

 はい。それではまず資料１に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。まず１

ページをごらんいただきたいと思います。皆様方、重々御承知おきいただいている部分か
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と思いますけれども、救急搬送におきます受入医療機関の選定が困難な事案の発生等を

踏まえまして、平成 21 年５月に「消防法の一部を改正する法律」が公布をされたところ

でございます。この法律に基づきまして、各都道府県におきましては協議会を設置した

上で、いわゆる実施基準の策定が位置付けられたところでございます。さらに、国におき

ましては、総務省及び厚生労働省は必要な情報提供や助言等の支援を行うこととなって

ございます。２ページに移らせていただきます。少し省略しながら御説明申し上げます。

第３段落中ほどをごらんいただきたいと思います。これまでの検討の経緯でございます

が、昨年度におきましては救急業務高度化推進検討会において、その実施基準の効果等

について部分的に検討が行われましたけれども、実施基準の策定後間もないということ

もございまして、その具体的な効果については十分には把握ができておりませんでした。

実施基準が有効に機能するためには、この実施基準に基づく傷病者の搬送や受入れの実施

状況を調査分析し、そしてこの実施基準の見直しに反映をさせるというＰＤＣＡサイク

ルの構築が何よりも重要ではないかと考えます。そうした中で、その次の段落ですが、

平成 22 年３月現在では策定団体は 28 でございましたが、昨年末､昨年の 12 月でございま

すが、すべての都道府県において実施基準策定済みということになってございます。今

年度の検討状況に移らせていただきます。消防庁におきましては昨年の 12 月でございま

したが「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準の運用に係るフォローアッ

プの実施について」ということで通知を出させていただいております。その後、ＰＤＣＡ

サイクルの構築を目的とした一連のフォローアップを実施するところでございます。こ

のフォローアップにつきましては３ページの図表のほうをごらんいただきたいと思いま

す。まず今申し上げましたように 12 月 20 日の通知を出させていただいた以降、各都道府

県のほうに実態調査をお願いしております。この実態調査の締切が１月 16 日、今週の月

曜日でございまして、今後１月下旬から２月上旬にかけましてすべての都道府県を幾つ

かのグループに分けた上で勉強会を開催させていただきたいというふうに思っています。

この勉強会におきましては消防庁におきましてヒアリングのような一方通行のものでは

なくて、国と都道府県がともにディスカッションをする場として「勉強会」というふうな

名称をつけさせていただいているところでございます。その後勉強会数回にわたって開

催をした結果をまた消防庁のほうで取りまとめをしてフィードバックをさせていただく

というふうなことを予定をしているところでございます。そのフォローアップ実施に当

たってのポイントでございますが、その下のほうをごらんいただきたいと思います。ま
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ず①の１つ目の・に書いておりますが、「同様の立場にある他団体と勉強会に同席するこ

とで、自団体で取り組む際の参考事例を得ることができる」と書かせていただいています。

それぞれのブロックごとに課題でありますとかお悩みというもの、比較的共通のものが

あるのではないかというふうに推測します。そういった中でこういうふうな解決策があ

るのか、というふうな気づきの部分というものをぜひとも感じていただきたいというのが

その趣旨でございます。それから②でございます。消防担当者と医療担当者がともに同

席をすることでみずからの団体における救急医療、救急現場における問題意識を共有す

ることができるということを目的としてはどうかというふうに考えてございます。それ

から③でございます。言わずもがなのことではございますが､このフォローアップにつき

ましては一回こっきりのものではございません。来年度以降も引き続いて継続をしてい

くことが何よりも重要でございます。このＰＤＣＡサイクルについてはぐるぐると回す

ということが何よりも重要ではないかというふうなことを３つ目のポイントとして書か

せていただいてございます。４ページから５ページにかけましては、ただいま御説明申し

上げました内容につきまして文章で書かせていただいているところでございますのでま

たごらんをいただければというふうに思います。１点だけ、４ページの一番下のところ

を触れさせていただきたいと思います。（４）のところですが、各都道府県におかれまし

てもこのフィードバックを受けましてぜひとも国と都道府県が行うような勉強会のよう

なものをそれぞれの都道府県においてもぜひとも行っていただければというふうに考え

てございます。都道府県と消防本部それから医療機関の方々を集めた勉強会ということ

で、ぜひともそれぞれの都道府県の中においてもＰＤＣＡサイクルを回していただきた

いと考えて、この４を書かせていただいたところでございます。簡単ですが以上でござ

います。 

【座長】 

 事務局ありがとうございました。ここで委員の皆さんから御質問あるいは御意見をい

ただくわけでございますが、私座長として一つだけその前に御質問させていただきたい

のは、このフォローアップ、２ページの最後のところでこのフォローアップ実施のため

の「類似の他団体と同席することで、改善に結びつくよう」というような、この「類似」

あるいは「各団体」というのを具体的にお話をいただけるともう少しイメージがわくんで

すけれどもいかがでございましょうか。 
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【事務局】 

 それではお答えさせていただきます。具体的には各ブロック単位を考えておりまして、

例えば北海道東北ブロックであるとか近畿ブロックであるとか、九州沖縄ブロックであ

るとか、地理的に１つのまとまりにあるような都道府県の防災担当者、県の防災担当部

局の方と衛生担当部局の方と、それからもしできれば代表消防本部の方に参加していた

だくとうれしいです。 

【座長】 

 よろしゅうございますか。○○先生御苦労さまです。よろしくお願いしたいと思いま

す。さあいかがでございましょうか。私この流れ 21 年の５月の改正法の国会を通りそし

て 10 月から実施され直ちに実施基準あるいはルールづくり等々が始まったわけでござい

ますが、最終的には昨年の 12 月に最後の県が実施基準の作成を終わったというところで、

今後この先のところをどういうふうに考えるのかというところで、実施基準のフォロー

アップあるいはＰＤＣＡサイクルを回して少しずつアップしながら上に上がっていくと

いう流れのところに今きているのではないのかなというふうに思いますけれども、いか

がでございましょうか。どうぞ。 

【○○委員】 

 横田ですけれども、一つ確認と同時に一つ質問をさせていただきたいのは、今ブロッ

クと言いましたか、都道府県を越えてのブロックなのか、都道府県の枠の中で地域メデ

ィカルコントロール協議会のようなブロックということなのかもう一度そこを。逆に都

道府県のほうに後でフィードバックをかけるということなので。どちらなんでしょう

か。 

【○○座長】 

 どうぞ。 

【事務局】 

 お答えします。私ども消防庁でやらせていただくのは、都道府県を越えた、近畿圏の

都道府県に集まってもらうという都道府県を越えたブロックを考えております。ただ実

際地域ＭＣ単位で消防と医療の連携が行われているという実態がありますので、私ども

とのグループディスカッション､勉強会が終わった後で、各県の中においても､大阪府で

あれば大阪府の中において二次医療圏単位で同じようないち都道府県内のグループディ

スカッションが行われることを期待しているということでございます。 
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【○○委員】 

 わかりました。そうしますと質問なんですけれども、このＰＤＣＡサイクルを回すフ

ィードバックをかけるやり方というのは、全国くまなくどのブロックもやるんですよと

いうことなのか、パイロット的に地域地域を拾っていわゆる問題なりを拾い出すのか、

あるいはもしパイロット的に拾ってブロックをとるのであればそれは何ゆえそのブロッ

クを拾っていくのか。要は底上げなのか、逆にモデル的なのを拾うのか､ちょっとその辺

の目標が見えないので教えていただけますか。 

【事務局】 

 お答えいたします。全都道府県に参加していただこうと思いますので､パイロット的と

いうよりはすべての団体において何がしかのフォローアップをしていただきたいという

ふうに思っております。ただ、直ちに実施基準の改定ということにつながるところばか

りではないと思っておりまして、まずは医療関係者と消防関係者が顔を合わせて議論し

て課題を共有すること自体にもう大きな意味があるのかなと思っているところでござい

ます。 

【座長】 

 よろしゅうございますか。今の続きですけれども隣接都道府県とのコミュニケーショ

ンあるいは共同作業というのは非常に重要になると思いますけれども、具体的には既に

そういうことが行われて県をまたがった実施基準をつくっているということがあるんで

ございましょうか。 

【事務局】 

 法改正のときにもそこが大変議論になりました。首都圏ですとか近畿圏ですとか､都道

府県の単位を越えて救急搬送が行われているという事例が実際にございます。ただ、そ

こを正面からとらえて法律で書くのが少し難しいということがございまして、というの

は実施基準の策定自体が都道府県というプレーヤーになっておりますので、基本的には

都道府県単位で実施基準をつくっていただくということになっております。しかし一部

の大都市圏におきましては、従来から県域を越えた搬送の取り決めを行っているところ

もございますので、そういった取り決めについても法律上の実施基準では明確的に要請

はされておりませんけれども、地域の実情に応じて積極的に取り組んでいただきたいと

いう旨の技術的な助言を行っているところでございます。 
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【座長】 

 ありがとうございます。○○先生どうぞ。 

【○○委員】 

 この勉強会を拝見しますと、都道府県の消防防災担当部局及び衛生主管部局というこ

とで、衛生主管部局が積極的に出てきていただくことは非常にありがたいんですけれど

も、一方でいわゆるフィードバックをかけるときに一番患者を受けている医療機関、医

師会であるとかその救急医療機関の代表がここにいない状況で衛生担当部局がきちんと

必要な情報を全部集め切って、消防と皆でディスカッションができるのかどうかという

のがちょっと心配があるんですけれども、いかがでしょう。 

【事務局】 

 実は同じような課題は我々も持っておりまして、ただ、余りにも大勢の方が、例えば

近畿ブロックですと８団体ぐらいありますので、防災、衛生、消防､病院となるとかなり

大人数になってしまうものですから、今回はとりあえず都道府県の衛生部局までという

ことで考えておりますが、今回やってみましてまた課題が出てくれば次の私どものフォ

ローアップの中でも考えていかないといけないなということで、問題意識は十分持って

いるところでございます。 

【座長】 

 ちょっとごめんなさい。先生、今オブザーバーで来られています一戸補佐が手が挙が

っています。この答えだろうというふうに思います。どうぞ。 

【○○委員】 

 同じような調査を厚生労働省もやっておりまして､厚生労働省のほうの調査は○○先生

がおられますけれども日本医師会とか都道府県医師会の御協力を得て医療機関での実施

基準の運用それから実施基準の策定前後の医療機関の状況ですとか課題について衛生主

管部局を中心にして調査をかけているという状況でございます。 

【座長】 

 ありがとうございます。どうぞ○○先生。 

【○○委員】 

 結局、特に②に関してはメディカルコントロールというＭＣ体制をしっかりやって欲し

いという話になるんだと思うんですね。それを①で今度また類似の他団体とかわからな

い書き方をしているから、もうちょっと何て言うんでしょう、内々の用語ではなくてだ
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れが見てもわかるように書いてさえいただければいいので、結局は大もとは一番最初の

ページにあるように、「既存のメディカルコントロール協議会等の活用を想定」という全

体の点線の中の、ここをしっかりやりましょうという意味だというふうには理解できま

すので、どこかにＭＣとか消防部局の連携をしっかりやろうとか、そういう書き方のほ

うがいいんじゃないかと思います。 

【○○座長】 

 今の○○先生のもっともな意見ですが、どうぞ事務局。 

【事務局】 

 ごもっともでありますので、これからかなり消防法の改正については搬送件数がふえ

ていることもありましてマスコミさんも含めて関心も強うございますので、これからい

ろいろなところに説明していく機会が多いと思っております。その際に資料のつくり方

も工夫をいたしまして、よりわかりやすい説明に努めていきたいと思っています。それか

らちょっと補足といたしまして、先ほどの厚労省の一戸補佐から医療機関向けの調査を

していただいているという話がありましたが、実は私どもと指導課さんで事前の打ち合

わせを何回かさせていただいておりまして、私どもの都道府県に対する通知の中でも厚

労省さんの取組と同期をとってやって下さいということを書いておりまして、厚労省さ

んの病院に対する通知書の中でも私どもの取組に触れていただいているということで、

両者同期をとりながら進めているということがわかるような調査設計になっているとい

うことを申し添えさせていただきます。 

【座長】 

 ありがとうございます。どうぞ。どこからでも結構でございます。○○先生、手が挙

がっているようですが。どうぞ。 

【委員】 

 すみません。最後の策定が年末に決まって非常に何とかよかったということでありま

すけれども、もちろんその件のときにもこれをつくればいいのではなくてちゃんとＰＤ

ＣＡサイクルを回すというのがこの法律の意義であるということを何度も何度も説明し

て最後にまとめをしたというふうに思っておりますので、今後ぜひこれを進めていただ

ければというふうに思っています。ただ、県のほうに聞くと調査が入って調査、調査と

いうので非常に大変だということは言っていらっしゃいましたので、そこはできるだけ

スマートに調査をやっていただければ。各医療機関も実は僕たちの中でも何度もやって
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いますけれども、やはり調査ばかりいくと非常にまたかと言われるので、何かうまく吸

い上げる方法を今後つくっていただければというふうに思います。 

【座長】 

 御意見ありがとうございます。ほかにいかがでございますか。どうぞ。きょうは消防

のほうの委員の先生方も多いわけでございますが。秋田先生いきましょうか。 

【委員】 

 北海道でございます。都道府県の消防担当部局の立場からちょっと意見を述べさせて

いただきます。私ども北海道ではこのＭＣ協議会は消防部局が事務局を持っておりまし

て、衛生部局と連携しながらやっております。22 年の 12 月に基準を策定したところであ

りますが、やはり今話題のこの基準に基づく搬送・受入れの調査分析、ここの部分が非常

に大きな課題となっております。件数の問題ですとかあるいは体制、だれがどのような

形でこういった消防機関の情報と医療機関の情報をマッチングさせて検証していくのか

というのが非常に大きな課題となってございます。この資料にありますとおり今年度の

検討状況として勉強会等々が実施予定ということで大いに期待しているところでありま

すが、これは今後とも非常に重要な部分かなというふうに考えておりまして、今年度こ

れがある程度方向性が見えなければ引き続き 24 年度以降についてもこの検証体制という

か実施基準の見直しの調査・分析のあり方などについて国のほうとしても検討していただ

ければありがたいなというふうに考えております。以上です。 

【座長】 

 ありがとうございます。事務局何かお答えはよろしゅうございますか。どうぞ。 

【事務局】 

 私ども実はこれは手探りでというところもありまして、初めてのフォローアップでも

ありますので各地域で実施基準をつくってみて運用する中でどういう課題があるのかと

いうのをまずは聞いて、各地域と思いを共有するところから始めなければいけないなと

いうふうに思っています。いろいろ地域の本部のお声を聞くとなかなか簡単じゃない、

奥深いといいますか大きな課題があるような話も聞いておりますので、これをやって終

わりではなくて継続的にやっていきたいというふうに思っておりますし、また各本部あ

るいは衛生部局のほうからもこういう課題があるんだよ、問題があるんだよということ

をぜひ我々のほうにお届けいただくとありがたいなというふうに思っていますのでよろ

しくお願いします。 
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【座長】 

 どうぞ。 

【○○委員】 

 日本医科大学の横田です。ＰＤＣＡサイクルを回すのは非常に大切なことだと思いま

す。だからこそ勉強会の位置づけというのが極めて重要になってくると思うんですが、

先ほどの○○先生のお話と関連するんですがこの勉強会１グループ７から８団体という

ふうに書いてあるんですけれども、そこに医療機関側が入っていないという勉強会がち

ょっとイメージがわかないんですけど、それでＰＤＣＡサイクルを回していいのかなと

いう気がしているんですけれども、その辺はいかがなんでしょう。先ほどの一戸先生の

お話で、別でまた医療機関側の意見が入るということでそれはそれでいいと思うんです

が、こちら側の枠組みの中ではどんな位置づけになるんでしょうか。 

【事務局】 

 そこをできれば、厚労省さんも大変お忙しい中ではありますけれども、できるだけ私

どもの勉強会にも、お一人の方がずっとというわけにはなかなか業務上まいらないと思

うんですが、できるだけどなたかに出ていただいて一緒にディスカッションをしていた

だくとありがたいなと思ってお声かけをして、なるべく出ますというふうな御返事も既

にいただいているところで、業務の都合を見ながらということだと思いますけれども、

私たちは期待をしているというところでございます。それから厚労省さんの調査結果と

私どものグループディスカッションの成果を両省で情報交換をいたしまして、少なくと

も政府レベルでは情報を共有したいと思っております。地域に返すときの返し方が大事

かなというふうに今改めて思いましたので、その点につきましてもまたいろいろ指導課

さんと御相談をしながらやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

【座長】 

 ありがとうございます。この法律の改正というのは消防庁と厚生労働省の共管でござ

いますので、名前は出ないけれどもオブザーバーとして必ず厚労省のほうでやるときに

は消防庁のオブザーバーが、逆もそのとおりでございまして、名前は出ていないけれど

も必ずお呼びしているというところがポイントだと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。どうぞ。 
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【○○委員】 

 都道府県の調査が締切が間近ということですけれども、本当ですとちょっと聞きたか

ったのは、どういう項目を調査しているのかということで、例えば出てきたのが不応じ

の数ということで減りましたふえましたといったような数の上の調査でとどまってしま

うと本当はちょっと残念な気がします。そもそもやはり搬送統計実施基準をつくる段階

で、やはり適切な患者さんの診療にふさわしい医療機関が選定されて、かつ、適切な時

間に治療を受けられているんだというところがやはり浮かび上がってこないと、ＰＤＣ

Ａサイクルを回すといってもなかなか質の向上を諮るためのサイクルが回らないんじゃ

ないのかなと思うんです。実際私言っているのは、実際にやれというとどうやればいい

のか難しい問題があるかと思うんですけれども、その辺は何かお考えがあって国から都

道府県にはこういうたぐいのところは調べておいてほしいということは御指示されたん

でしょうか。ちょっと伺いたいんですけれども。 

【事務局】 

 ただいまの横田順一朗先生の御質問なんですけれども、件数という意味での定量的な

調査というよりむしろ定性的なといいますか、この実施基準につきましては第１号基準

から第６号基準、それから第７号にその他基準とございますが、例えば選定基準であり

ますとか分類基準がみずからの団体においてこういうふうな分類になっている、選定基準

がこうなっていることによって救急搬送の現場でこういうふうな効果を上げた、もしく

は本来あるべき基準になっていなかったので課題が残ったというふうなところを挙げて

いただきたいということで調査をかけさせていただいています。 

【座長】 

 よろしゅうございますか。いかがでございましょうか。まだ御意見をいただいていな

い先生方。○○委員どうぞ。 

【○○委員】 

 先ほど○○室長からの御説明の中でも県の中の代表消防本部の人も入ってというお話

なんですが、非常に大きなポイントではないかと思います。やはり県の防災部門のセク

ションというのはやはり現場の救急隊の運用をやっているわけではありませんので、市

町村の消防本部が、東京はちょっと特殊な形態ですけれども実際の救急隊の運用につい

て、病院選定についての実情をいろいろ日ごろ経験しデータを持ち、いろいろな思いを

持っておりますので、やはりこういった勉強会とか会議の中で情報を発信するに当たっ
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ても、代表消防本部というのか県の消防長会の代表というのか、そういう立場の人がき

ちんと発言する機会を設けていただくというのは非常に大きなポイントではないかなと

思いますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。 

【座長】 

 ありがとうございます。そして一方向性の勉強会ではなく双方向で行うというところ

のポイントもあるんではないのかなというふうにも思います。ありがとうございました。

いかがでございましょうか。ほかに御意見どうぞ。御遠慮なく。田辺委員いかがでしょ

うか。 

【○○委員】 

 今○○委員のほうから話がありましたのと全く同じ意見を持っているわけですけれど

も、仙台消防の田辺でございます。初めこの法律の改正が示されたときは非常に消防機

関として期待感が大きかったんですが、いろいろ具体な内容を見ていくうちにやはり不

安な部分もあります。これが実際に運用が有効に機能して作用して、数値としてデータ

として最終的に搬送時間の短縮とかそういったものに結びつくのかという内容ですけれ

ども、昨年の 12 月でもって全都道府県が一つ成果を上げたというのは第一歩だと思うの

ですがやはり内容はこれからでして、そのためにどのような形で消防機関がそれに参画

していけるか、有効な議論ができるかということで、それらを含めて私たちも期待して

いるところです。またよろしくお願いしたいと思います。 

【座長】 

 ありがとうございます。それでは茂泉委員どうでしょうか。 

【○○委員】 

 宮城県は大震災の影響もありまして本来は 23 年４月から施行する予定でしたけれども

６月からということで２カ月ほど後半から始まって、まだ実施状況も実際は医療機関が

まだ大変な状況にございますので、やはり定量的な調査はまだとてもできない状況です

ので、定性的な評価ということで勉強会に臨もうと思っております。また本日消防機関

さんにも入っていただくとというお話が出ておりますが、県の立場からしてもそのよう

に思っておりますので、ぜひそのような形で開いていただくとありがたいかなと。あと、

県の消防部局の立場でいきますと、実施基準をつくる場合で消防機関はかなり最善の体

制を組んでいただいているというふうに思っております。ただ、６号基準というところ

だけが多分各都道府県の状況でかなり差があるんではないかなというふうに思っており
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ます。宮城県の場合も衛生部局で大分頑張ってはいるんですが、なかなかほかの都道府

県さんに比べて有効な改善に向かってというふうな６号基準が非常にゼロから１からと

いう状態で取り組んでいるという状況でございます。したがいまして、勉強会の中で、

都道府県の消防部門としては６号基準のあたりをいろいろ持ち帰って県の中で相談して

いきたいと思っております。 

【座長】 

 事務局よろしゅうございますか。大阪、○○委員あるいは○○委員どうぞ。 

【○○委員】 

 大阪大学の○○です。今回変えられたということで当然検証していただくのは大事だ

と思うんですけれども、救急システム全体の中でもう一度とらえていただきたい。とい

いますのは、現場から病院までをいかにとどこおりなく適切なところに行くかというと

ころのシステムに変えていただいたと思いますけれども、その後病院で治療があって、

救命センターとかですと後送病院のほうにさらに送るという後の二段階がありますので、

そちらとの兼ね合いもぜひしていただきたいと思います。例えば二次の病院でも輪番制

とかを含めてかなり無理して二次医療圏では体制をつくったところもありますので、例

えばそのことが救急の患者さんに対してしわ寄せみたいなことがないかといったことも

ぜひあわせて検討していただいたらいいと思いますし、我々の救命センターも患者さん

の数がふえていますので病床がいっぱいになりまして、後送病院がなかなか見つからな

くて、それほど重症じゃないのだけどとっていただけないという方がおられますと動き

にくくなっています。ですから、とるための工夫はどんどんしてもらったんですけれど

も、そこからさらにトータルのスループットを高めるための方法の検討と連動してやっ

ていただくのがいいんじゃないかと思います。 

【座長】 

 ありがとうございます。○○委員どうぞ。 

【○○委員】 

 先ほど、医療機関の方々も含めてというお話がございましたが、これはぜひとも参加

していただきたいというふうにお願いしておきます。それと、ここ数年なんですけれど

も非常に医療機関の専門性というんですかが進んでいまして、実は受入れまでの時間が

大阪の場合非常に延びてきている、なかなか受け取り先が決まらないという事案がふえ

てまいりまして時間が延びておりますので、その辺も含めて検証していただきたいとい
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うふうにお願いをしておきます。 

【座長】 

 はい、ありがとうございました。よろしくお願いしたいというふうに思います。それ

から○○委員からの入口の問題だけでなく出口の問題も両方考えながらの実施基準が必

要であろうという御意見も重要だろうというふうに思います。ありがとうございます。

ほかにいかがでございますか。こんなところでよろしゅうございますか。まだまだ実施

基準のフォローアップというのはこれからだろうというふうに思いますけれども、ぜひ

よろしくお願いしたいというふうに思います。それでは時間の都合もありますのでその

次に進んでいきたいというふうに思います。その次でございますけれども、次のところ

でありますが２番目に移りたいと思います。救急業務の高度化であります。○○補佐ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。説明を願いたいと思います。 

【事務局】 

 はい、それでは御説明申し上げます。救急業務の高度化ということで資料２を準備さ

せていただいてございます。この中では大きく分けて２つ書かせていただいてございま

して、まず１つは画像伝送やビデオ喉頭鏡の救急業務への活用、それから後ほど出てま

いりますが救急救命士の処置範囲の拡大という二本柱でございます。それではまず１点

目、画像伝送やビデオ喉頭鏡の関係から御説明申し上げます。まず、１の後の４行をご

らんいただきたいと思いますが、救急隊員が救急現場から医師に対して傷病者情報を伝

達する際に、ＩＣＴ技術等を用いて画像伝送を行うというものにつきまして、これまで

実証検証等を踏まえた検討が示されておるところでございます。この１ページの下のほ

うの図にかかせていただいておりますように、これまで平成 21年度それから 22年度にお

きましては千葉市消防局さんの御協力を得る形でこの研究を進めさせていただいたとこ

ろでございます。その中で２ページのほうに移っていただきたいと思いますが、この千

葉市における評価ということで例えば四角囲みの２行目に書かせていただいております

が、熱傷の傷病者がこれまでは三次医療機関や大学病院に搬送することが多かったが、

熱傷の範囲それから深度を常駐医師や画像伝送装置設置医療機関に画像を用いた情報提

供を行うことによって、それ以外の搬送先にまで広げることができたというふうな奏功

事例、それからその次の段落の３行目に書いておりますが、ドクターの先生からはやは

り「百聞は一見にしかず」であるというふうな好意的な御意見、それから最後の段落です

が、搬送予定の医療機関になった病院におかれましては脳血管障害の事案では傷病者収
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容後の検査方法の優先度を収容前から検討することができるというふうな効果もあった

というふうなことが昨年度報告をされているところでございます。現在のこの画像伝送

装置の運用状況でございますが、２ページ一番最後の部分でございます、平成 23 年７月

現在では消防庁において発行されているものに限ってではございますけれども、全国で

24 の消防本部が救急業務に活用されており、さらに７本部が実証検証中もしくは実証検

証済みというふうになっているところでございます。３ページのほうに移っていただき

まして、これら 31 の消防本部の皆様方からのお声をまとめる形で四角囲みをつけさせて

いただいてございます。まず消防本部の意見ということで７つほど書かせていただいて

おりますが、例えば３点目に書いておりますように、口頭では説明しがたい負傷状況や

処置情報の情報提供が容易になったということでありますとか、病院照会回数が減少し

て病院収容時間の短縮が図られるという効果があるというふうなお声がございます。そ

れから、その下には画像伝送を受信をした医療機関側、ドクターの先生方からの御意見

ということで３点ほど挙げさせていただいてございます。言うまでもないことかもしれ

ませんが、傷病者の負傷状況等を把握することができて受入れ事前準備が可能となった

ということ、それから手術適応の判断が可能となる場合があって効果的であるというこ

と、それから早期治療に関して効果的であるということ、そういった御意見をちょうだ

いしているところでございます。こういった部分について今後の進め方も含めて皆様方

からの御意見をちょうだいしたいというふうに思っております。それから（２）でござい

ます。ビデオ喉頭鏡の関係です。昨年度の救急業務高度化推進検討会におきましてもこ

のビデオ喉頭鏡につきましては御検討いただいたところでございます。この有用性、効

果等につきまして昨年度も整理をさせていただいてございます。その部分が４ページで

ございます。４ページの中ほどに〈ビデオ喉頭鏡の利点・欠点〉というふうに書いており

ますが、例えば利点ということで頭頚部中間固定位で挿管することができる可能性が広

まる、それから従来型の喉頭鏡による気管挿管に比べて手技が容易で習熟度が速いという

ふうな効果があるということが昨年度検討されたものでございます。そのことを踏まえ

まして５ページのほうに移っていただきたいと思いますが、③に書いておりますように

救急現場で実際に活用いただけるようにということで、昨年の８月に消防庁救急企画室

長それから厚労省の指導課長さんの連名で通知を出させていただいてございます。その

通知によりまして、気管挿管を実施することのできる救急救命士さんにおかれましては

追加の講習と実習を受けることでビデオ喉頭鏡を用いた気管挿管を行うことができるこ
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ととなっております。今後それぞれの消防本部におかれましても、予算措置等もあろう

かと思いますが、地域のＭＣ協議会等において検討された上で適切に運用されていくこ

とが期待をされているところでございます。それから２つ目の大きな柱でございます救

命士の処置範囲の拡大の関係です。５ページの（１）のほうに書かせていただいてござい

ますが、まず消防法第２条第９項のところで、救急隊につきましては傷病者の搬送の場

面で緊急にやむを得ないものとして応急の手当てを行うことができるというふうにされ

ております。この救急隊員による応急処置については救急退院の行う応急処置等の基準、

消防庁の告示の中で示されておるところでございます。さらに、救急救命士さんにおか

れましては、救命士法の第２条第２項におきまして医師の指示の下に救急救命処置を行

うものとされております。この救命処置の内容としましては、包括的指示のもとに行え

るものと、具体的指示のもとでなければ行えないものの２種類に分かれます。この具体

的指示を要するいわゆる特定行為につきましては、現在①から③に書かせていただいて

おりますような行為ということが指定をされておるところでございます。ただ、一方で、

この５ページの一番最後の段落で書かせていただいておりますが、この特定行為、現行

認められております特定行為はあくまでも心肺機能停止状態の重度傷病者に対する救急

救命処置ということでございまして、心肺機能停止前の傷病者に対しては認められてい

ないという点がございます。そういった現状を踏まえまして、現在６ページの（２）のと

ころをごらんいただきたいと思いますが、厚生労働省さんのほうで実証検証を行った上

でさらにこの拡大については検討することが適当であるというふうな報告書が平成 22 年

４月に出されておるところでございます。そのことを踏まえまして現在７ページの（３）

に書かせていただいておりますが、平成 23年 12月現在、厚生労働科学研究補助金を使い

まして野口先生の研究班におきまして実証研究が続けられております。この結果も踏ま

えまして処置範囲の拡大につながるのかどうなのかということを厚生労働省さんのほう

で御検討いただいて、必要があれば厚生労働省の省令の改正ということにつながってい

くのかなというふうに考えておるところでございます。説明は以上でございます。 

【座長】 

 ありがとうございます。救急業務の高度化ということで２つの高度化の活用について

のお話がありました。１つはシステムの問題１つはビデオ喉頭鏡の問題というこの２つ

でありますけれども、まずこの伝送システムのほうから進めていきたいと思いますがい

かがでございましょうか。御意見あるいは御質問等がありましたらお願いしたいと思い
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ます。いかがでございましょうか。どうぞ。 

【○○委員】 

 日本医科大学の横田です。教えてほしいんですけれど 24 の消防本部からの伝送システ

ムを導入しているということですけれども、受け手側といいますか見る側に関してはそ

の本部に常駐しているドクターが見るのかあるいはいち医療機関にお願いしているかと

いうそういう多分さまざまだと思うんですが、どういった傾向があるというのをもしわ

かったら教えてほしいんですけれども。 

【座長】 

 どうぞ。 

【補佐】 

 この 24 消防本部、今横田裕行先生がおっしゃるように様々な形態がございます。基本

的には常駐医師というよりはむしろそれぞれの搬送先の医療機関に受信装置があってそ

こでごらんいただけると。どちらかといいますと大都市部ではない本部が多いと思うん

ですけれども、搬送先の選択肢になり得る医療機関が膨大にはなっていない地域におい

て広がっているのかなというふうに認識をいたしております。 

【○○委員】 

 ありがとうございました。 

【座長】 

 いかがでございましょうか。それでは私ちょっと続きのような質問になると思います

が、この伝送システムでプライバシーの問題等に関しては何かだれかに見られないよう

に、あるいはデータを盗まれないようにその辺のプライバシーのセキュリティはどうい

うふうに考えているんでしょうか。 

【事務局】 

 基本的には救急隊員と医療機関の方専用のシステムでございますので、守秘義務のか

かった者だけが使うということでございます。例えば千葉ですとＳＯＮＹの製品を使っ

てＦＯＭＡの回線で消防機関と医療機関をつないでおるんですけれども、恐らく暗号等

もかけられておりますので、一般の者が途中で傍受するようなことはないかと思ってい

ます。それから最近技術が進んでおりまして、専用の端末を医療機関側に置かなくても

病院のパソコンで webベースでかなり精細な画像を動画で見られるような技術もあるんで

すけれども、これも恐らくパスワードをかけるなりセキュリティをかけているようでご
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ざいます。なお、今あれですが撮影した映像これを保存いたしますと情報が漏れるとい

うことがありますので、原則記録として残さないようにするということを前年度で決め

ているということでございますので、あわせて御報告させていただきます。 

【座長】 

 ありがとうございます。どうぞ。伝送のところもう既に 24 の消防本部であるいは部局

で実地検証が行われているという話でございますが、どうぞ。山口先生何か御意見があ

りましたらどうぞ。 

【○○委員】 

 はい。私も今セキュリティの問題というのが非常に気になりました。ただ、救急隊が

活動している活動現状は非常に複雑化してございますので、例えば車内でもいろいろな

事故が発生する可能性がある。そのときの例えば裁判資料とかにも使うということを考

えれば保存ということも選択肢の中に入れておかなければいけないものかなというふう

にも思いますので、プライバシーとの兼ね合いですけれども検討課題かなというふうに

存じます。 

【座長】 

 ありがとうございます。これから動いていく一つの高度化の流れだろうというふうに

思います。それではビデオ喉頭鏡についていかがでございましょうか。このビデオ喉頭

鏡は既に使っている、使用してなかなかいいぞという実際の現場でのデータというのは

どういうふうになっておりましょうか。 

【事務局】 

 まだ実際に使っている本部が出てきてはいないようでございまして、使う本部が出て

きた段階で、出てきているかどうかもまだこれからですか。すみません、まだ私どもの

ほうで十分そこまで把握していないようでございますので、今後把握していきたいとい

うふうに思っています。 

【座長】 

 横田先生どうぞ。 

【○○委員】 

 ビデオ喉頭鏡は利点と欠点がそこに書いてあるとおりでして、大阪でも消防本部の希

望がありまして、大阪の高度化、いわゆるＭＣの協議会ではこれを含めた仕様のプロト

コールは策定済みで、消防本部、メディカルコントロール単位の消防本部では本年度の
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予算に組んで来年からは実施したい。事前の教育も消防でいろいろやっていきましょう

というところまではきております。ただ、具体的に予算がとれて、病院実習も行われて

始まるということになると恐らく来年度の後半ぐらいから出てくるのかなというふうに

思われますけれども。 

【座長】 

 なるほど。ありがとうございます。この喉頭鏡、マッキントッシュなりエルなりスト

レートなりの喉頭鏡にビデオがついているという形、もう一つは私最近スタイレットそ

のものがファイバーになっていてスタイレットのところから見えるようになっている２

つがあるようでございますが、どうもこのビデオ喉頭鏡のほうは喉頭鏡にくっついてい

るものでなければだめというような流れがあるようでございまして、スタイレットその

ものについているファイバーでのものは許可にはなっていないというような話が先日私

話を聞きました。喉頭鏡そのものというところのようでございますので、事務局それで

よろしいですね。 

【事務局】 

 今ある製品は先生おっしゃったようなビデオ喉頭鏡にビデオがついているタイプのも

のだと思っております。新しいタイプのものちょっと私どもまだ実物を見たことがござ

いません、また勉強していきたいというふうに思っています。 

【座長】 

 そうですか。どうぞよろしくお願いしたいと思います。それからこれは１社じゃなく

数社出ておるんでしょうか。その辺のところはどうなっているんでしょうか。 

【事務局】 

 私ども把握している範囲では２社把握しておりまして、そちらについては各消防本部

のほうから厚生労働省のほうに照会をかけられて該当するという回答を得られたんです

が、それ以外の製品が新たに出てきた場合については一応厚生労働省のお答えの中では、

「各メディカルコントロール協議会で十分検討のこと」という記載があったかと思いま

す。 

【座長】 

 そんなところでよろしゅうございますか。これはまだフィールドでは実際にはこれか

らであるというところのようでございます。まだまだ今後の進展を期待したいというふ

うに思います。それではその次に移りたいと思います。その次は市民等が行う応急手当
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についての説明をまず事務局から願いたいと思います。 

【事務局】 

 それでは市民等が行う応急手当について御説明を申し上げたいと思います。資料３を

ごらんいただきたいと思います。まず１ページ目に書かせていただいていますように、

現場到着までの平均所要時間というものがここ数年延伸傾向にございます。平成 22 年に

は 8.1 分ということで平成 21 年比で 0.2 分延伸ということになってございます。このよ

うな現状に対する方策といたしまして、例えばということはございますけれども救急活

動におきまして消防団員それから応急手当普及員、防災職の退職者、医療関係者の皆さ

ん方の人材を活用するということが考えられるのではないかというふうに考えてござい

ます。そういった中で、消防団員におかれましては、あくまでも消防団員は消防職員で

はございませんので、前回の親会でも御説明をいたしましたが、傷病者の搬送というふ

うな部分については緊急通行は行うことができません。また、消防団の任務といたしま

しては、現在は①に書いておりますように例えば火災の鎮圧、消火ですね、それから火

災の予防それから救助などというふうなことで、主に災害対応というものが想定をされ

ています。ですので、今後こういった消防団員の方々に救急活動を行うということを本

当にしていただくことが可能なのかどうなのかという部分については検討が必要ではな

いかというふうに考えてございます。そういった中で消防団員初め医療関係者の方々に

おかれましては、まずは応急手当という観点から、まずは普及啓発員になっていただく

ことでありますとかそういった急病人の方々を目の当たりにされた場合には速やかに応

急手当を行っていただくでありますとか、そういったところから検討をしていく必要が

あるのではないかというふうに考えております。続きまして２ページでございます。こ

ちらにつきましては後ほど○○先生のほうから、現在研究をいただいておりますファース

トレスポンダーに関する記載ということで、私のほうからは省略をさせていただきたい

と思います。３ページに移らせていただきます。応急手当普及促進策でございます。現

在全国の消防本部においてはこの応急手当普及啓発活動というものが行われておりまし

て、一昨年平成 22 年の応急手当講習の受講者数は約 149 万人でございました。しかしな

がら、この受講者数につきましては平成 22 年以降若干の減少傾向が見られます。そうい

った中でより多くのバイスタンダーの方々を養成するため受講者のニーズに合わせた受

講しやすい環境整備を進める必要があるのではないかというふうに考えます。そういっ

た中でまず４ページにつきましては応急手当の救命効果でありますとかＡＥＤの救命効
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果、これは当然のことでありますが応急手当でありますとかＡＥＤが速やかに行われた

場合には救命率が高いというものを数字の上であらわしたものでございます。それから

５ページでございます。近年の大きな動きといたしましては○○先生に御尽力いただい

ておりますが「ガイドライン 2010」が公開をされまして、その中で今後講習のあり方の工

夫でありますとかその講習の対象でありますとかといった観点から示唆がなされている

ところでございます。この５ページの上から６行目の後半あたりに書かせていただいて

おりますが、市民のうち小児にかかわることが多い方々、保護者、保育士それから教職

員の方々などに対して小児一次救命処置ガイドラインを学ぶことが推奨されているとこ

ろでございます。そういった中で、昨年度の推進検討会におきましても一般市民向けの

応急手当普及指導要領でありますとか、６ページ②短時間の講習の実施でありますとか、

④効果的な救命講習の事例でありますとかといったものが提言をされたところでござい

ます。その提言を受けまして今年度の検討結果のところ（３）をごらんいただきたいと思

いますが、３行目、消防庁におきましては通知を発出させていただいておりまして、昨

年の８月でございましたが新たな応急手当講習制度の体系を構築をしたところでござい

ます。この新たな体系におきましては、主に小児等を対象にした普通救命講習Ⅲが追加

されると同時に、いわゆる入門講習、導入講習という形で「救命入門コース」という 90

分の講習の置創設の通知をさせていただいたところでございます。さらには、その２行

下ですが、ｅ-ラーニングを活用した講習や受講時間を分割した講習を実施することとい

うふうなことも通知をさせていただいております。今後、各消防本部におかれましては、

地域の実情にあわせた準備を進めていただいた上で順次新たな普及講習を実施していた

だくことが期待をされているということでまとめさせていただいてございます。７ペー

ジからは、今申し上げた普通救命講習Ⅲ等の内容説明等でございますのでまたごらんを

いただければと思います。10 ページをお開きいただきたいと思います。10 ページの（４）

でございますが、この応急手当講習の関係で申し上げますと、この２段落目に書いてお

りますが、平成 23 年度今年度の第３次補正におきまして応急手当短時間講習普及促進研

究事業ということで、事業費をとらせていただいてございます。こちらにつきましては

まだどの団体において実施をいただくかということは決まってはおりませんけれども、

ことしの９月 30 日までに５団体程度想定しておりますけれども、例えば関係機関と連携

したボランティア等の指導員の確保や育成に向けた取組、それから受講者の増員に向け

た取組、応急手当の普及に関する事項などについて研究事業を進めていただきたいとい
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うふうに考えてございます。それから３点目、消防機関が行う口頭指導要領の関係でご

ざいます。10 ページの一番下の段落をごらんいただきたいと思います。近年の口頭指導

の実施件数を見ますと平成 17年以降増加をいたしておりまして、平成 22年には５万７千

件余りというふうになってございます。そのうち実際に応急手当が実施された割合を見

ますと平成 17 年からの５年間の間に５ポイントの増加が見られます。そういった中で 11

ページでございます。今後の口頭指導のあり方についてでございますが、現時点では各

消防本部における口頭指導の具体的な実施状況、現場における課題等についてまだ十分

に把握し切れていないところがございます。今後この口頭指導の実態把握を行うととも

に、口頭指導のあり方やその内容について別途検討されておりますコールトリアージや

通信指令員の対応要領とあわせて検討していくことが必要ではないかということで記載

のほうをさせていただいてございます。なお、最後のページ 12 ページでございますが、

先ほど申し上げましたが現在作成中のｅ-ラーニングの関係でございます。現在消防庁に

おいて作成中の WEB講習教材ということでタレントの方でありますとか消防本部の協力を

いただきながら現在作成をさせていただいております。そのイメージ図でございます。

以上でございます。 

【座長】 

 事務局ありがとうございました。市民等が行う応急手当についての新しい取組等を御

説明いただきました。いかがでございましょうか。どこからでも結構でございますが、

ただし、ファーストレスポンダーのところは○○先生にお願いするということがありま

すので、そこのところはちょっと後にさせていただきましょう。いかがでございましょ

うか。全国の消防団についてちょっと御質問させていただきますが、消防団というのは

一般にはどのぐらいの、例えば上級救命講習は何パーセントぐらい持っているのか、あ

るいは普通救命はどうなっているのかその辺のところはいかがでございましょうか。今

90 万ぐらいの諸君がいると思いますが、いかがでございましょうか。 

【事務局】 

 私どものほうではそのデータは実はとっておりません。講習を受けていらっしゃる方

というのはありますけれども、その方のうちどれぐらいの方が消防団の方がいらっしゃ

るかというところまでまだ分析が済んでいないというのが現状でございます。 

【座長】 

 ありがとうございます。その消防団を少し救急活動にもお願いしていったらどうだと
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いうアイデアでございますが。横田先生どうぞ。 

【○○委員】 

 市立堺病院の横田です。この市民が行う応急手当について極めて重要で、最初にファ

ーストレスポンダーの話は後であろうかと思いますけれども、ファーストレスポンダー

とともにもう一つ重要なのはやはり通信指令員の役割だと思うんです。通信指令員にこ

の中ではいわゆる心肺蘇生の指示をうまく指示できるかどうかという課題が挙げられて

おります。これはもちろん重要ですし、言葉として一つですけれどもやはりコールトリ

アージも並行して行わないといけないという意味において、ここはもう少し救急に特化

したという言い方は言葉が適切でないかもしれませんが、救急に長けたといいますか、

あるいは長けるように教育といいますか、消防組織の中でもやはり通信指令課は組織が

違うということで、地域の消防どの現場も苦労されている実態がありますので、ここは

やはり消防庁のほうから、救急業務の質を上げていくための極めて重要なキーパーソン

になっているということをもう少し文章も含めて強く出していただきたいなという気が

します。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。いや、一生懸命頑張っているぞという、いかがでございまし

ょうか。東京消防庁はどうでしょうか。 

【○○委員】 

 口頭指導を行ってうまく家族なりその場にいあわせた方がＣＰＲなどをやって救命が

されたという報告事例はたくさんあるんですけれども、今後の課題かと思いますけれど

も、では逆にうまくいかなかった事例もあるのではないかということは実は今きちんと

捕捉ができているわけではございませんし、口頭指導要領とかあるいは事後研修につい

てＭＣで検討対象にしているかというと今そこまでは実際にはいっておりません。横田

先生がおっしゃるとおり所管部が違うといったこととか、従来救急隊そのものではない

のでＭＣのいわば事後研修なども対象になっていなかったところがあろうかと思います。

恐らく東京消防庁でもあしたからすぐできるということではないかもしれませんけれど

も、やはり近いうちに解決しなければいけない課題ではないかなというふうには感じて

おります。 

【座長】 

 ありがとうございます。横田先生よろしゅうございますか。 
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【○○委員】 

 大変結構です。それを承知した上でのあえて発言ということなんですけれども。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。それから手が挙がっているんじゃないのかなと思いますが○

○委員からは特に小児の救命処置の重要性というのを前からお話をいただいております

けれども、ここに小児の問題点がまた出てまいります。どうぞ。 

【○○委員】 

 日ごろから東京消防庁さんに御協力をいただいて子供向けのイベントなんかで救急の

話をしていただいたりですとか、あと会の内部の会員に向けて杉並消防署さんに御協力

をいただいてこういった講習を常日ごろから行っているんですけれども、今までこの通

知が出る前まではかなり、頭がかたいというとあれですけれども、なかなか柔軟なこと

は全然望めなくて、仕方ないのでその時間は我慢して聞いているというか、その後は私

たちが自由にアレンジするところだったんですけれども、ことしからこれが出てから何

でも一緒にやりましょうという感じがすごくあって、この２月５日にまた御一緒させて

いただくんですけれども、それは本当に大きく変わって、通知が出たのでという感じで

小児に対してすごく意識が変わったというかありがたく感じています。ファーストレス

ポンダーのことはまた後ほどということなので、今そういったことで杉並区だったり消

防署さんだったりすごく前向きに小児のことに取り組んでいただけるようになったので

すごくありがたいと思っています。 

【座長】 

 ありがとうございます。もう一つ札幌のほうで頑張っておられる○○委員何か救命講

習等々のことでいかがでございましょうか。 

【○○委員】 

 はい。まず消防団の活用につきましては、私ども札幌では大体２割が女性消防団員で

ございます。全体の２千を越える消防団員の約２割が女性なものですから、非常に指導

も含めて活用できる位置づけにあるのかなという思いが一つでございます。それから、

指導につきましても、ただいま委員のほうからありましたとおり、時間等も含めて柔軟

な、というのは私どもも実は現場経験の中から感じた部分でございまして、一例を申し

上げますと、例えば金融機関の方に指導の話をしますと、営業時間がはっきり決まって

いますからそれ以外の部分というのは非常に困難だというような交渉をした記憶もござ
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いまして、そういう意味からはやはり柔軟な指導というのが必要なのかなというふうに

思っております。それから指令員の口頭指導の部分にちょっと触れさせていただきたい

と思いますけれども、私ども札幌のほうも救急救命士を指令員に配置してやってござい

ます。ただ、数字的には拾っておりませんけれどもやはり高齢化が著しいものですから、

例えば御高齢の御夫婦で例えばＣＰＡが発生しましたというような部分ですぐやってい

ただけるかということで、ちょっと指令員のほうからは、指導するんだけどなかなかう

まくいかないというような話は聞いているところでございます。以上でございます。 

【座長】 

 ありがとうございます。いかがでございましょうか。それからもう一つは普通救命、

上級救命のもう一つ手前に入門コースという形での新しいコースをつくってそこでとぎ

れとぎれに上がっていく、とぎれとぎれというのは３時間８時間等々ではなく少しずつ

の講習であるいはｅ-ラーニングで上がっていくという流れをつくるというのも一つの手

だなというとても感心しながら見ておりました。それは７ページ等に書いてありますの

でちょっとごらんをいただきたいと。これは例えば小学校の高学年で救命入門コース、

そして中学校で普通救命、高校で上級というところまで入ってくるとこれからの日本の

若い諸君はすべて上級救命までコースをとるというふうになるんではないのかなと思っ

ておりますが、そうなるとありがたいなと思いますが、いかがでございましょうか。ど

こからでも結構でございますが○○先生何かありますか。どうぞ。 

【○○委員】 

指されたので少し自慢しますけれども、これは臨床救急学会で検討されて医師会として

これはぜひとも実現したいということで文科省とをつないで子供の教育の中に組み込ん

でもらうという流れができたのは非常にありがたいと思っています。そして、まあアメ

リカから比べて 30 年おくれぐらいでようやく実現したのかなと、聞くところによるとそ

う思っていますが、遅きに失したわけではないので今からでもぜひ定着させていく、こ

こからがむしろ大事な時期だと思っています。子供のときからお互いに助けあって生き

るんだと、命は支え合うんだということを教えるということは非常に重要なので、また

関係の皆様方の御協力というものがあるといいなと思っています。 

【座長】 

 ありがとうございます。いかがでございましょうか。○○委員どうぞ。 

【○○委員】 
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 東日本大震災がやはり学校関係の行政に非常に大きな影響を与えているようでして、

防災関係の取組が非常に強くなっております。私どもがおつき合いしているのは東京都

の教育委員会になりますけれども、副読本の教材として防災についての冊子をつくって

私立の学校を含めてすべての学校に配布するということが新年度の事業で既に立てられ

ております。その中に、小学校でございますが、その中に救命入門コースのいわばテキ

ストに相当するページを何ページか割きまして、これは実際には執筆は私ども東京消防

庁で行いましたけれども、そういったページが何ページか組み込まれております。した

がって例えば道徳の授業を２コマこれに割いてもらうとちょうど 45分×２コマで 90分に

なるということで、小学生を対象に、５～６年生ということになると思いますが入門コ

ースが実施をできるということになります。すべての学校でいきなりということにはな

らないかもしれませんけれども、かなりこれが拡大していくのではないかなと、特に４

月度以降というか新年度の生徒さんに対して普及するんではないかと思います。あと、

東京都が直接運営している都立高校においても、12 の学校をモデル校にして上級救命講

習を生徒全員に受講させますというお話を既にいただいています。１校で大体 300人だそ

うですから 4,000人弱の上級救命講習受講者が新年度から毎年誕生するということです。

東京で上級救命講習年間行っていますのは従来ですと大体２万人ちょっとでございます

ので、２万人のところに 4,000人プラスですから２割が純増で上級救命講習受講者が出て

くるということで、しかもこれから社会に出ようとする高校生の皆さんですので大変大

きな力になってくるということで、国レベルで言えばやはり文部科学省と消防庁との連

携というものがこれから出てくると非常にありがたいのではないかなと感じておりま

す。 

【座長】 

 ありがとうございます。さあ、その先にいきますと、今度はファーストレスポンダー

のほうに入っていきたいというふうに思います。○○先生から御説明を願いたいと思い

ます。 

【○○委員】 

 それでは皆さんのところに資料７でスライドを印刷したものがありますが、今回ビデ

オを使いたいので画面も見ていただければと思います。背景は皆さん何度もしゃべって

いますけれども現場の到着時間がどんどん延びていることと、それから蘇生率で見ます

と救急隊が 10 分以上かかって到着しているところから急にすとんと蘇生率が悪くなって
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いくということがありますので、日本の中には 10 分以上かかってしまうというところは

地理的にもいろいろあるということがわかっておりますので、そういうところを何とか

できないかということでファーストレスポンダーという話が出てきたというところです。

提言として 10分以内 90％になるようにならないかということを既に 20年度の数字で出て

いますけれども、まだまだ 10分以内がまだ 43.7％ですので半分以上のケースが 10分以上

かかかっている。ここを 90％にすることによって蘇生率が上がることを期待をしている

ということです。そこでファーストレスポンダーというのは現場に消防等からの 119番情

報をファーストレスポンダーに流して、その人たちが現場に行くことによって救急車が

現場に着くよりも早く蘇生、応急手当が開始できるというところをねらったものであり

ますけれども、一つはバイスタンダー、ファーストレスポンダー、救急隊、医療機関と

書いてありますけれども、それに従って蘇生の質というのは変化するだろうというふう

に考えています。特に、今バイスタンダーＣＰＲの率は 50％から 60％という数字が出て

おりましたけれども、そこに出ている円グラフは私たちの地域で三消防本部で調べた有

効な胸骨圧迫がどのぐらいできていたかというのを現場で救急救命士が目視して判断し

た内容ですけれども、バイスタンダーありが 47％ですが実際には有効だったというのは

全体で見ると 18％しかない。ということで、バイスタンダーというのはもちろん重要で

これが要らないといっていることは全く違いますけれども、現在のバイスタンダーの再

教育では有効な心臓マッサージというのは割合は少ない。かつ、私たちのデータで言う

と有効なバイスタンダーができていたグループはほかのグループと比べて蘇生率がいい

ということもわかっておりますので、有効なＣＰＲは重要だというふうに考えます。こ

この間でファーストレスポンダーのイメージのビデオをつくりましたので２分間申しわ

けありませんがちょっと見ていただけるとありがたいです。（ビデオ上映開始）左側の画

面がファーストレスポンダーの方のつもりです。ファーストレスポンダーの車であるこ

とを黄色いステッカーで示しています。この方は実際には自分の思うとおりにやってく

ださいといってああいう形になっています。今の時点で救急隊はまだ道路の上です。（ビ

デオ上映終了）ちょっと最後はくさい芝居で申しわけないんですけれども、そのようなイ

メージで説明をして、現在実際にどのような方にファーストレスポンダーをやっていた

だけるだろうかというようなことを研究班としていろいろ聞いて回りました。非番の消

防職員の方それから消防団員の方、大手スーパー、大規模のホテル、もちろん一般市民

の方。それから意見としては公務員の方とかそれから○○委員にもお話を聞きました市
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民団体の方とか希望されている方は医療機関を含めて、ライフセーバーを含めていらっ

しゃったので、どのようにシステムをつくっていこうかということをいろいろ検討しま

した。例えば非番の消防職員、私たちの地域で黄色い範囲が 10 分、ここに１台救急車が

いますのでそこから 10 分というとこの黄色い範囲しかカバーできないんですけれども、

それを職員がいるところに、ＡＥＤを持った職員がもしいたとした場合には山間地以外

のほぼ全域をファーストレスポンダーの範囲としてはカバーできるだろうというふうに

一応図をつくってみました。現在ですけれどもファーストレスポンダーの参加者はどう

いう人たちが実際に参加できるか、それからもう一つコールトリアージとしてどのよう

な症例に出すかということを○○先生のところを含めて検討していただいていますし、

どのように出動指令を出したらいいだろうかというところを具体的に、スマホを使うの

か何を使うのかというような話、それからファーストレスポンダーの今ガイドラインを

来月末までにつくり上げようということでガイドラインをつくって、実際に実証実験が

できるようなところへ今動いてきているところです。スケジュール的にはファーストレ

スポンダーが本当にできるかどうかというところをやって、できれば来年度実証実験が

できたらガイドライン見直しをして続けることができたらいいと思うんですが、大事な

ことが幾つかあるので、ファーストレスポンダーで話をしていく中で、コミュニティの

方いろいろあるんですけれども、コミュニティによって考え方がいろいろ違います。自

分たちで自分たちの地域を守るんだというところは同じなんですけれども、それをどう

やって守ったらいいかというのはその地域の立地条件とか構成員とかそれからどういう

職種であるとかとかそういうことで皆違いますので、コミュニティにおいてファースト

レスポンダーが必要であるというところを住民の方と一生懸命話をする必要があります。

それでやはり自分の地域はという話が出てくるようなところには、私たちがこういうこ

ともできるんではないか、こういうこともできるんではないかというようにしてサポー

トしていくということができるといいなというのが私たちの現在の研究班の考えで、私

たちのほうからこういうファーストレスポンダーをやりなさいというふうに押しつける

というのは逆効果ではないかというふうに思って動いています。私たちの研究班はファ

ーストレスポンダーだけではなくて、早く現場に着くにはどうしたらいいかというとこ

ろで、心肺蘇生開始までの時間短縮を目的としたというところがありますので、もう一

つ、石川県の 11 消防本部で調べていただいた結果なんですけれども、目撃、倒れたとい

うときから 119番するまでの時間が３分以上かかっているのが既に４割あるというのもわ
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かっておりますので、これを１分でも短くするというところは非常に大きな効果がある

だろうということで、時間短縮の理由がどうして３分以上おくれたんですかということ

を３分以上のグループに聞いたところ、だれかを呼んだとか、どうしたらいいかわから

ないから呼ばずに心マを始めたとか、そういうようなのが大きな原因であることがわか

っていますので、こういうものについてはきちんと住民に説明をしていくことによって、

ここで１分かせげたら随分違うだろうというふうにも考えて、例えばこういうパンフレ

ットも既につくりましたけれども、これは一つの案なんですけれども、こういうときに

は迷わず 119番してくださいというようなこういうチラシを自治会を通して配ることによ

って早く現場に結果として行けるようになるんではないかというようなことも含めて全

体像をつくっていきたいと思っています。どちらにしても自分たちの地域は自分たちで

守るという意識の高揚、そういうところを中心にこういうシステムが入っていくとさら

に蘇生率が上がることを期待してやっております。簡単な説明で以上です。 

【座長】 

 先生ありがとうございました。新しいファーストレスポンダーのシステムと申しまし

ょうかをつくって地域の救命率を上げていこうじゃないかという取組みでございます。

御意見、御質問どうぞ。○○先生どうぞ。 

【○○委員】 

 この目指しているところ、これは善意に基づいていますし目標がここだということも

非常に明瞭だということを評価した上であえてきつい話をしたいと思いますが、一つは

この実際におやりになる方々が非番の職員という言い方は、これは業としてなのか業と

してでないのかというところが非常に、むしろ業に限りなく近いとなれば業務命令だと

なれば医療の中でも過重労働の問題というのがありますが、消防職員の方々の過重労働

を強いるような制度になってしまったらそれは最初の善意とは違う形になるんではない

かなという危惧があります。それで、もう一つは、スーパー、大規模ホテルというこの

手の議論も何度か出されては消えている部分であるような気がしますが、これも業とし

てやる方々が、しかもメディカルコントロールは地域のＭＣ体制に乗ってしまおうとい

うのか、何て言うんですかね、ビジネスを行政のものに乗っけようという形の提示がな

されてそれには反対した覚えがあります。だからそういうものにならないためにはどう

したらいいのかということを考える必要があると思うんです。それから、もう一つは結

局ＭＣとの兼ね合いで、これはＭＣの中でどういう位置づけになるかということを位置
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づけてあげないと、単なる消防の下請けでございますと、だからＭＣと関係ないという

形になってしまえば中の精度管理もできにくいし、しかし国民から見たらどう見たって

メディカルコントロールの中でやってほしいと願うはずだと思うんですね。最後にもう

１点は、消防に入らない救急救命士という方々がかなりの数になっているということを

認識していまして、ただ、業としてだと、今度は大きな今言っているような問題をクリ

アしなければいけないというのは何回も医師会の中でシミュレーションしているんです

が、かといって業でないと言ってしまえばこれはもうほかで仕事をしながらという形で

あって、それをどうやって組織づくりするかというもう一つのアイテムになるわけです。

ですから、基本コンセプトは支え合うという中にこういう概念があるということは全く

同感なんです。ただ問題は、ビジネスとしてのつくり方またはビジネス外としてのボラ

ンタリーなムーブメントとしてのつくり方というところはちょっとここから先いろいろ

相談する必要があるんではないかなということでちょっと辛口の話をしました。 

【座長】 

 どうぞ。 

【○○委員】 

 ありがとうございます。法的問題をどう整理するかというのは今検討中という調整中

というんでしょうかそういうところで、今、○○先生がおっしゃったような問題がある

ということは一応認識はもちろんしているところでありますけれども、解決できるとこ

ろから解決してファーストレスポンダーという世界的にもいろいろやられている制度で

もありますし、蘇生率が上がっているという実績が世界的にもあるそういうものなので

何とかうまい形でできる方向をお願いしていこうと。とりあえず研究班としてできると

ころを今やっているところで、もちろん全体にというのは全国展開はさっき書きました

けれども、そういうのはもちろんクリアされないことにはもちろんいかないと思います

けれども、とりあえず調整中ですということで、この件についてはそれ以上ちょっと言

えません。 

【座長】 

 ありがとうございます。ほかに。一戸先生どうぞ。 

【○○委員】 

 業の話が出ましたので、これは医師法に抵触するかどうかというのが一つ大きな問題

だろうというふうに思っています。ファーストレスポンダーの今のお話はちょっと資料
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を見せていただくだけですぐにどうこうと判断できないんですけれども、一般的にある

特定の制度の中で、例えば医師ですとか医療行為を行うことができる職種以外の方々が

反復継続して心肺蘇生行為、医療行為ですね、こういったものを継続することについて

はこれは医業に該当すると考えられるというふうに思いますので、この制度を検討する

上でこういった医業の該当性というところを慎重に検討していただく必要があると思い

ます。ファーストレスポンダーがお医者さんを対象にしているのであれば特に問題ない

と思うんですが、それ以外の方々にどういうふうにするのかということについては議論

があるということをちょっと話の腰を折るようで恐縮ですけれども念押ししておきたい

というふうに思います。 

【座長】 

 ありがとうございます。もう一つの流れとしてはバイスタンダーをしっかり教育させ

て、そして地域のバイスタンダー、いつでも手を挙げられるよという地域の皆さんをし

っかり教育するという方法と、このようなファーストレスポンダーを少しセレクティブ

に教育するという方法とどっちのほうが先生、よろしいというふうに思いますでしょう

か。 

【○○委員】 

 個人的な考えになっちゃうかもしれませんけれども、私たちの地域で今までバイスタ

ンダーのＣＰＲがうまく行われていたという例は２割以下であるという実態があること、

それから実際に教えてバイスタンダーの教育というのはたくさん行われていますけれど

も、必ずしも再教育が十分に行われているとかいうものでもありませんので、それを全

員に再教育を義務づけたバイスタンダーを一生懸命つくっていくよりは、私がさっきも

言ったとおりバイスタンダーを否定するのでは一切なくて、バイスタンダーという方は

やはり現場にたくさんいて、通りがかりの人たち、家族皆いていただいて、少なくとも

変だということ、それから 119番に電話するんだということについてはバイスタンダーと

いう教育が重要で、そしてかけてもらう。だけどその人たちが必ずしも十分な蘇生処置

等ができないのであれば、それを補完するものとしてきちんとした訓練を受けているこ

と、それからＡＥＤをすぐに持っていかれること、そういうような応急手当のできる人

たちがいるということが必要で、私としてはバイスタンダーの教育を否定するものでは

もちろんありませんけれども、バイスタンダーというものの上にファーストレスポンダ

ーという人たちがいることによって蘇生率は改善するのではないかと考えております。 
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【座長】 

 ありがとうございます。○○先生どうぞ。 

【○○委員】 

 今の業とするかどうかという問題は確かにあるんですけれども、ただ例えば実際問題

としてもライフセーバーの皆さんというのは特別な国家資格もなくて水辺での事故でか

なり反復して確信を持って助けているわけですね。ですから、その延長上で、やはりそ

れが既に実態として認知を受けているようなものであればやはり考えていってもいい問

題ではないかなというふうに思います。 

【座長】 

 どうぞ、一戸先生。 

【○○委員】 

 はい。これは前回、後ろに控えておりますけれども専門官のほうから横田順一朗先生

からの御質問について、ＡＥＤの反復継続についての通知の中で業に当たらないものと

いうのが解釈が示されているわけですけれども、いろいろ我々も中で話をしたんですけ

れども要するにそういう状況に遭遇する可能性の高い人ということと、今回のようなフ

ァーストレスポンダーのように制度としてそういうことを行うことを目的に備えている

ということについてはやはり一線違うものがあるんだろうというふうな考え方を今のと

ころは思っておりまして、これは研究段階の話だということなのでこれ以上細かく申し

上げるつもりはありませんけれども、すべて同じようなところでの考え方を示すことは

難しいんではないかというのが我々担当者レベルで解釈を検討した結果はそういった形

になるのではないかというふうに思っています。 

【座長】 

 ありがとうございます。事務局どうぞ。 

【事務局】 

 一言だけ。今、○○先生にはまさに研究レベルで研究していただいているところであ

りまして、私どももまさに今議論になっていますような反復継続をどう考えるのか。そ

れから医業との関係をどう考えるのかいろいろな課題があるんだろうというふうに思っ

ております。ファーストレスポンダーをバイスタンダー寄りのものとして考えるのか、

あるいは救急隊員に準じるようなものとして考えるのか位置づけのところがまだかちっ

としておりませんので、そことの兼ね合いでいろいろな議論があるだろうと思っており
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ますので、これは○○先生にいろいろ教えていただきながら私どももよく検討していき

たいと思っております。 

【座長】 

 ありがとうございます。私シアトル等でファーストレスポンダーのシステム Medic 1、

Medic 2 でありますけれども、非常に有用性が高いところは私は知っております。そのよ

うにうまくシステムを構築していくというのも大事ではないかという気がしますのでよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。それでは次に移っていきたいと思いますが

よろしゅうございますか。ありがとうございます。それは次、救急安心センターについ

ての説明を事務局から願いたいと思います。 

【事務局】 

 それでは御説明申し上げます。救急安心センターについてでございます。まず１ペー

ジをごらんいただきたいと思いますが、こちらにつきましてはこれまでも御説明をして

おる部分でございますので若干省略のほうをさせていただきながらの御説明になろうか

と思います。まずモデル事業につきまして平成 21年度及び 22年度、２年度にまたがって

消防庁で行われたところでございます。現在は救急安心センター事業としては奈良県と

大阪府の２地域において実施されてございます。また、東京都さんにおかれましてはこ

のモデル事業に先行する形で平成 19 年の６月から東京消防庁救急相談センターを設置を

されて同種の相談事業を実施をされているという現状になってございます。続きまして

２ページに移っていただきたいと思います。昨年度の高度化推進検討会におきましては、

この救急安心センター事業の有用性についての検討がなされました。その中で２段落目

に書いておりますが 119番通報される緊急通報以外の件数の減少でありますとか、軽症者

の搬送割合の減少といった奏功事例なども挙げられております。一方で、事業開始前の

課題といたしまして、この事業運営体制に関する事前の協議・調整に多くの時間が必要

であるということでありますとか、③に書いておりますようにドクターの方々それから

看護師の方々など人材確保が必要になる、困難を伴うという課題もあるという整理をさ

せていただいております。そういった中で今年度でございますが４のところに書いてお

ります救急安心センター講演会を開催されたところでございます。この講演でございま

すが、札幌市におきまして昨年の 11 月に開催されたところでございます。この講演会に

は医療関係者や自治体の関係者などを中心に 275名という多くの参加者の方々が集まって

いただいて、参加者の方々からもこの救急安心センターが広く住民に周知されより効果
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的な救急搬送・医療体制の構築に寄与することを期待する意見が多く出されたところで

ございます。こうした意見を踏まえまして今後さらに救急安心センター事業の積極的な

展開を図る必要があるのではないかというふうに考えるところでございます。なお、３

ページには、四角囲みでこの救急安心センター講演会における参加者からの意見という

ことでアンケート調査の結果を簡単にまとめさせていいただいております。今後の話で

ございます。５のところに書いておりますが、救急安心センターの普及・啓発というも

のを全国的に推進するために、今年度中に救急安心センターの概要や、救急安心センタ

ーがもたらす効果をまとめたリーフレットを作成したいと考えております。第４回目の

親会のほうにその素案につきましてお諮りをさせていただきたいということで考えてお

ります。以上でございます。 

【座長】 

 事務局ありがとうございました。いかがでございましょうか。救急安心センターにつ

いての御質問あるいは御意見をお願いしたいと思いますが、これはまず東京都において

既に先行しております。いかがでございますか、○○委員から少し補足がありましたら

お願いしたいと思います。 

【○○委員】 

 札幌の講演会にも出席をさせていただきまして当日御紹介も申し上げましたけれども、

単に相談センターの仕事というのは電話相談だけで完結してそれで終わりということで

はなくて、発展形があるということでございます。例えば 119番が入った救急要請に対し

て一定のものを相談センターに転送することで適切な救急隊の運用に振り向けることが

できるとか、いわばコールトリアージの受け皿になるということが期待できるというこ

とと、それから看護師さんや医師が電話相談で使っているプロトコールを一般住民向け

に改良いたしまして、それをパソコンや携帯電話などで公開することによって住民の方

みずからが電話をかけなくてもある程度お子様の発熱の状況とか御自分の症状などにつ

いて、大至急救急車で行くような事態なのか、しばらく様子を見ればいいような事態な

のか自己判断ができるようなツールとして開拓していくことができる。いずれも近いう

ちに何とか実現したいと思っている運用形態でございますが、そういったことに発展し

ていくことも期待できるものではないかなと考えているところでございます。 

【座長】 

 ありがとうございます。どうぞ御意見いかがでございましょうか。○○委員どうぞ。 
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【○○委員】 

 ただいまお話がございましたとおり、昨年の 11 月に私どものほうで講演会を開催して

いただいたということでございまして、私どもの取組につきまして少しお話をさせてい

ただきたいと存じます。札幌市におきましては平成 23年から 26年の４カ年の中の市の重

点項目ということでこの救急安心センターの設置を計画しているところでございまして、

平たくいうと市長、オーナーの一番重要な施策の一つという位置づけをされているとこ

ろでございます。私どもの計画の中で申し上げますと、保健福祉局、衛生部門でござい

ますが、これと消防局との連携をした事業推進ということでございます。札幌市のほか

に札幌市に隣接をいたします７つの市町村合わせて人口的にいいますと 230万ぐらいにな

ります、これを対象として 25 年度の開設ということで予定をしているところでございま

して、先ほど○○委員のほうからもございましたけれども、消防機関としても重要な位

置づけでございますので、設置場所につきましては札幌市消防局の指令情報センターと

いうことで今計画をしているところでございまして、より具体的な計画につきましては

現在札幌市役所内部の私ども消防それから保健福祉でプロジェクトをつくると同時に、

石狩振興局管内という枠組みになりますけれどもこちらの保健所それから医師会それか

ら消防を含めた行政機関ということで今連絡の会議を設営をいたしまして準備を進めて

いるところでございます。24 年度、１年前になりますけれども、次年度につきましては

先ほども出ておりましたいわゆるプロトコールの策定等々につきまして時間を費やした

いなというふうに考えているところでございます。いずれにいたしましても私ども東京

さん、大阪さん、奈良さん関係の皆さんに情報提供いただきましたのと、それから先ほ

どの講演会でございますか、こちらで市民も含めまして非常に理解度が高まったという

ことでございまして、今現在逐次準備を進めているとそんな状況でございます。以上で

ございます。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。○○委員、19 年の下半期からこれスタートしたというふうに

なっておりますけれども、その相談センターの相談数そして救急車のコール数、トレン

ドとしてはどんなふうになっておるんでしょうか。ラフなアイデアで結構でございます

が。 

【○○委員】 

 救急車の出場件数自体は全国統計と同じでございまして、数年前は一時対前年比マイ
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ナスという時期がございましたけれども、去年おととしとむしろ増加をしてきていると

いう状況です。ただ、質的に変化をしているというところが、東京ですと一番ピークの

ときに入院を要しない方が救急車で搬送されて、軽症という区分になりますが、これが

一番ピークの平成 17年 18年ごろ 60％を少し越えておりました。昨年の速報値ですと 54％

に軽症値が下がっているということでございまして、全体的ないわば救急車の適正利用

といいますか使うべき方が救急車をお使いいただく傾向は年々年々高まっているという

ことが言えようかと思います。それから救急車で搬送される方今申し上げたとおり出場

件数も搬送される方も去年おととしとどんどん増加してきているんですけれども、増加

している方の年齢区分などを見ますと実は、例えば去年の例ですと対前年比１万９千人

ほど搬送されている方がふえておりますが、そのうち１万５千人の方が実は 75 歳以上の

方でございまして、30 歳未満の方についてはむしろ搬送されている方の人数が対前年比

でマイナスになっているということがございます。そういうとろももしかすると救急相

談センターの効果というか反映というものがあるのではないかなということは感じてお

ります。 

【座長】 

 委員、全体では昨年あたりで 62～63 万ぐらいの出動だろうと思いますが、比較して相

談センターのほうの相談数はいかがですか。 

【○○委員】 

 はい。出場件数が約 72 万件でございます。実際に搬送されている方が、ちょっと記憶

違いがあるかもしれませんが 64 万人でございます。救急相談センターに入っている電話、

私どもが実際にとれた電話が約 31 万件ございます。そのうちの３割弱が相談、７割強が

医療機関案内といった実数になっております。相談センターに電話をかけたけれども実

は私どもの電話は満杯でとり切れなかった電話数というのは機械的に捕捉できることに

なっておりまして、これが 10 万強あるといった実数でございます。 

【座長】 

 ありがとうございます。その搬送の半分ぐらい、60 万と 30 万ぐらいということでござ

いますので、安心センターのほうも今後相当動いていくんではないのかなというふうに

も思います。ありがとうございました。次に移っていきたいと思いますがよろしゅうご

ざいますね。ありがとうございます。それではその次に移りたいと思います。５でござ

いますけれども、救急隊員が行う一次救命処置につて説明を事務局から願いたいと思い
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ます。 

【事務局】 

 はい。それでは資料の５をごらんいただきたいと思います。昨年の秋「ガイドライン

2010」が示されまして、今後医療従事者用の「救急蘇生法の指針 2010」が取りまとめられ

る予定でございます。そこで救急隊員の行う心肺蘇生法の実施要領につきましても一定

の方針を示す必要があるということで、この親会のもとに「救急隊員の救急蘇生ワーキン

ググループ」を設置してはどうかということで、このワーキンググループの設置について

お伺いをするものでございます。よろしくお願いいたします。 

【座長】 

 よろしゅうございますか。ワーキンググループということで委員の先生方御了承いた

だいてよろしゅうございますね。ありがとうございます。それではその流れで進めてい

きたいというふうに思います。事務局それでよろしゅうございますね。ありがとうござ

います。それはでその次に移りたいと思いますが、その次はごめんなさい少し時間が押

しちゃっておりまして申しわけございません、災害時における救急業務のあり方に関す

る作業部会でございます。これは山口先生が部会長をされております。山口先生からま

ず説明を願いたいと思います。資料６であります。 

【○○委員】 

 はい。御報告いたします。まず報告書は参考資料にございますのでそれを適宜見てい

ただきながらと思いますが、委員の名簿、開催経緯については報告書のほうをごらんく

ださい。概要につきましては事務局のほうでおつくりいただきました資料６に基づきま

してこれから解説をさせていただきたいと思います。まず作業部会設置の目的ですけれ

ども、東日本大震災における救急業務の実態を踏まえ、この実態を踏まえというところ

が重要でございまして、そこから課題を抽出しさらに対応策について検討を行うという

ことでしたので、現地調査これを８月にそれから電子媒体による実態調査を９月にそれ

ぞれ実行いたしまして、そこから検討を開始しているということでございます。なお、

この部会への本検討会からの諮問事項は資料６の頭出しの１から５の項目についてでご

ざいます。１の救急体制の強化、２の大規模災害時のメディカルコントロールのあり方、

１、２、３、４、５、この５項目について検討を行いました。それでは１から簡単にか

いつまんで検討結果について御報告いたします。まず救急体制の強化についてでござい

ますが、今回の災害で救急活動を実施しました 169の本部のうち通信の途絶があったとい
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う報告をしてくれたところがその約４分の３にあたる 74％ございました。この通信の途

絶によりまして通常の中での収容要請ということができない、したがって搬送に支障を

きたしたという回答が非常に多かったという事実を踏まえまして、地域防災計画や医療

救護マニュアルの中であらかじめ受入れ医療機関を定めておく必要を報告書の中にまと

めてございます。なお、通信途絶の直接の原因はほとんどが設備自体の被災でございま

して、ふくそう等の影響は今回は少なかったということでございます。さらに消防救急

無線でさえこれがきちんと使えたというところは 55％程度にとどまりました。通常平時

の我々のよりどころとしておりますＥＭＩＳについてはわずかに 0.9％ということもござ

いまして、現有の通信手段の脆弱性というものが改めて明らかになったことを踏まえま

して、ぜひとも複数の通信手段を確保してほしいということを提言の中に入れてござい

ます。次の２番目の大規模災害時のメディカルコントロールのあり方についてです。今

回の災害の中で特定行為を実施できたという回答をいただいた本部は 19.6％にとどまり

ました。まず（１）ですけれども、大規模災害時、今回のような場合にどのプロトコール

を使用するべきかというのがこの第１でございます。簡単に申しますと、例えば東京か

ら緊急消防援助隊と帯同して救急隊が入った場合に、この隊は東京のプロトコールを用

いるべきか、被災地のプロトコールを用いるべきかということでございます。結論とし

ましては、部隊が所属する消防本部、すなわち東京からいった場合には東京のプロトコ

ールを用いるのが適当であろうというのが（１）に書かれていることであります。これは

３月 28 日の通知にもございまして、実際に被災地のプロトコールを入手するということ、

そしてそれに準拠して通常使っていないプロトコールを用いるということは現実的では

ないという意見が圧倒的でございます。また２番目に、特定行為を行う場合にはだれか

ら指示を受けるか、その優先順位について検討しております。これも３月 28 日の通知で、

災害対策本部が指定する指導医から特定行為の指示を受けなさいという通達がございま

したが、現実にこの指定の指導医にアクセスするということは非常に難しかったという

ことがございます。それで、それが不可能だった場合には被災地内のＭＣ体制下の医師、

これも不可能だった場合には所属消防本部指定の医師というこういう優先順位で求める

ということを（２）の結論としております。これについては実は中で大分議論もあったと

ころですけれども、基本的にはやはり災害の実情を目の当たりにしている指導医から指

示を受けるのが最も実情にあった指示が受けられるのではないかというのがその根拠で

ございます。さらに３番目、（３）でございますが、通信が途絶したような状態での特定



38 

 

行為の指示のあり方についてでございます。実際に今回の災害におきまして通信途絶の

ために特定行為を断念した、できなかったということを経験したという回答は３％にと

どまりました。この場合にどういう対処をすべきか、これについても中で大分議論がご

ざいましたが、結論としましては病院搬送を優先するということを原則に掲げざるを得

ないということでございます。ただし、今回３月 17 日に通知という形で医師の具体的な

指示がなく特定行為を行った場合でも刑法 35 条に規定する正当業務行為として違法性が

棄却され得る場合があるということを国が通知、方針を出してくださいましたけれども、

こういう状況において速やかにこういうものが出されることが望ましい、今後もぜひこ

うあってほしいということが、前例としないということをお聞きした上ではありますけ

れども、こういう体制、国が指示を出していただくことは大変ありがたいということが

ここに書かれております。次に大きな項目の３でございます。被災地までの移動手段に

ついての検討ですが、これは自衛隊車両がＪＲの貨物で輸送されるということ、実際に

訓練が行われているというようなことも踏まえまして、消防車両についてもこういう手

段はどうかということを検討いたしました。しかしながら、調べてみますと、車両の積

みおろしには特殊なクレーン等が必要でございまして、駅あるいはターミナル専用のと

ころを使わなければいけないというようないろいろな制約があるということ、さらには

今回の災害等では鉄道軌道そのものがきちんと安全な形で残っていないということもあ

りまして、今後の検討課題とさせていただきました。次に大きな項目の４つ目でありま

す。消防と医療の連携に関する検討です。まず（１）の災害対策本部における連携でござ

いますが、本検討会の前身といいましょうか、平成 21 年の救急業務高度化推進検討会の

報告書に基づくような形で県の災害対策本部の中に医療班が入るという枠組みをとって

くださった県が岩手、宮城にございまして、この災対本部に入った医療班の働きについ

てはそれぞれ一定の評価があるということを確認させていただきました。特に、この災

対本部内で、医療者と消防がトリアージ基準や搬送先の医療機関、さらに指示、指導・

助言を行う医師について調整をして速やかに方針を出したということについては今後も

これが重要であることを確認させていただきました。それから（２）情報共有体制の確保

でございます。今回は最初の検討課題のほうにもございましたが、通信途絶というのが

非常に大きな障害になりました。これに対しまして消防側がさまざまな努力、働きかけ

で医療機関との情報共有の体制確保に努めてくださいました。医療機関に無線を配置し

た。これは例えば岩手県立宮古病院。それから消防救急無線を携行した人員を派遣した。
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救命士２人を常駐させた。例えばこれは石巻日赤なんかでございますが、こういう連絡

体制を構築して情報の共有を図ることがやはり円滑な患者さんの収容には非常に効果的

だったし、今後もこういうことが需要だということが（２）でございます。それから（３）

の被災地への出動ということでございますが、今回緊急消防援助隊とともに被災地に出

動した医療チーム、例えば東京ＤＭＡＴのようなチームのあり方について検討いたしま

したが、この医療チームは例えば被災地内の医療情報を効果的にとってくることそれか

ら指揮支援隊長へ医療の助言をしたこと、医療救護活動を実際にしたこと、さらに消防

隊員そのものにも凍傷等の発生がございました。こういう部隊員への医療の提供等非常

に評価をいただきました。またさらには現地にＭＣの体制を構築する、先ほど申しまし

たようになかなか現地のＭＣの先生とアクセスするのが難しい状況の中では、こうして

帯同していった医師がその地域のＭＣ体制の構築に何らかの形で寄与できる可能性をこ

の中に盛り込ませていただきました。最後に５の消防防災ヘリとドクターヘリ等の連携

についてでございますが、今回の災害においてドクターヘリはその機動性や高度の医療

などにおいて高い評価が得られていることを確認させていただきました。しかしながら

その一方で、発着情報の共有がなかったようなことで安全面での危惧も多く出されたこ

とも確認させていただきました。こういうことを踏まえまして、県の災害対策本部に設

置される運行調整の部署にぜひともドクターヘリの関係者にも御参画いただいてより安

全な運用を目指すべきだろうということを５番に述べさせていただきました。最後に、

報告書のほうでございますけれども、資料編はいまだ震災対応に非常に多忙な中で詳細

な調査項目についてそれぞれ消防本部のほうから詳細な回答をいただいたもので大変貴

重なものだというふうに考えております。改めてその御協力に感謝しますとともに、委

員の皆様方におかれましてはぜひこの資料についてはお目通しいただきたいというふう

に存じます。以上です。 

【座長】 

 山口先生ありがとうございました。山口先生こそ大変な御苦労をいただきましてきれ

いにまとめていただきまして心から感謝申し上げたいと思います。実は時間がちょっと

いっちゃっておりますけれども、一つ二つ御質問、御意見等ありましたらと思いますが。

もしなければ代表でオブザーバーの一戸先生何か御意見ありましたらお願いしたいと思

います。 
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【事務局】 

 はい。厚生労働省でも災害を受けまして検討会をやったわけですけれども、同じよう

な問題意識を持っている部分もありますので、こういった貴重な報告をいただきました

ので我々として検討させていただくべきところは検討させていただきたいということで

ございます。 

【座長】 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは事務局のほういかがでございましょ

うか。きょうは次長、審議官出ておりますが。 

【次長】 

 きょうは大変２時間という時間限られた時間でございますけれども、盛りだくさんの

テーマについて熱心な御議論をいただきありがとうございました。きょうはいろいろい

ただいた御意見、私もそうかなと思う部分もかなりございます。いただいたものを踏ま

えましてまたこれからの作業を続けていきたいと思います。本当にどうもありがとうご

ざいました。 

【座長】 

 ありがとうございました。それではこれにてディスカッションを終了させていただき

ます。マイクを事務局のほうにお返ししたいと思います。 

【事務局】 

 皆さん活発な御意見御議論をいただきまことにありがとうざいました。第４回目次回

目、次回最終回でございますが、検討会は３月２日の金曜日に開催をさせていただきた

いと存じます。詳細な御案内につきましてはまた追って御連絡申し上げたいと思います

のでよろしくお願いをいたします。それでは以上で第３回救急業務のあり方に関する検

討会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

――完―― 


